
★令和８年度講習等ご希望の⽅へ★
電話受付を開始しました！

1 救命講習・救急訓練・エピペン講習
管内の企業・事業所、教育機関及び児童館等が対象です。
※清須市、北名古屋市及び豊⼭町に在住、在勤、在学の⽅が対象
受講者４名以上で開催可能です。

⾃主防災訓練
管内の⾃主防災組織が対象です。
市役所⼜は町役場の担当者を通じてお申込みください。

避難訓練に伴う消防職員派遣
管内の⼩・中学校が対象です。
企業・事業所は予防課にお問合わせください。

職場体験
管内の中学校が対象です。１０名まで受⼊れ可能です。

物品借⽤（管内の使⽤に限る。）
⼼肺蘇⽣法の訓練⽤⼈形とAED、訓練⽤三⾓⼱を貸出します。
⽔消⽕器⼀式については、予防課にお問合せください。
必要書類：物品借⽤申請書

消防署⾒学
管内の教育機関及び児童館等が対象です。
必要書類：消防署⾒学依頼書

必要書類：「応急⼿当講習会申込書+名簿」⼜は「救急訓練依頼書」
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必要書類：消防職員派遣申請書
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北名古屋市、豊⼭町で実施する場合
０５６８ー２２ー４９５４

平⽇９時〜１７時

申
込
み
先

清須市で実施する場合
０５２ー４０９ー２１１９

平⽇９時〜１７時

相談・問合せ先：消防課 ０５６８-２２-４９５４（平⽇９時〜１７時）
        予防課 ０５６８-２２-４９２４（平⽇９時〜１７時）


